




















該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

会計処理基準に関する事項の変更 「工事契約に関する会計基準」の適用

  第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用してお

ります。

なお、上記会計基準等の適用に伴う影響はありません。

【表示方法の変更】

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

前第２四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「固定資産処分損」（当第２四半期連結会計期

間は33百万円）は、営業外費用総額の100分の20以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示してお

ります。

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

一般債権の貸倒見積高の算定方法 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められる場合には、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等の合理的な基

準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

28,074百万円 27,262百万円

２ 受取手形裏書譲渡高 ２ 受取手形裏書譲渡高

35百万円 69百万円

※３ 手形売却未収入金

流動資産の「その他」には、手形債権流動化による留保

部分が955百万円含まれております。なお、これに対応す

る手形譲渡残高は4,146百万円であります。

※３ 手形売却未収入金

流動資産の「その他」には、手形債権流動化による留保

部分が1,171百万円含まれております。なお、これに対応

する手形譲渡残高は4,727百万円であります。
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（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 171百万円

給与諸手当 2,082

賞与引当金繰入額 530

退職給付費用 219

賃借料 505

減価償却費 262

給与諸手当 2,097百万円

賞与引当金繰入額 608

退職給付費用 294

賃借料 494

減価償却費 305

――――――

※２ 減損損失

  当第２四半期連結累計期間において当企業集団は以下の

資産について減損損失を計上いたしました。

(グルーピングの方法）

  原則として、本業に関わる事業用資産とその他の資産に

分類し、事業用資産に関しては地域別に、その他の資産に

含まれる賃貸用不動産及び遊休資産に関しては物件ごとに

グルーピングを行っております。

事業用資産、賃貸用不動産及び遊休資産について減損の

兆候を検討した結果、上記の遊休資産について将来におけ

る具体的な使用計画がないため、路線価を基にした正味売

却価額により評価を行い、当該減少額を減損損失として計

上しております。

場所    用途 種類
減損損失額

（百万円）

千葉県

松戸市
遊休資産 土地 6

前第２四半期連結会計期間
（自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日）

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 167百万円

給与諸手当 1,057

賞与引当金繰入額 252

退職給付費用 110

賃借料 251

減価償却費 134

給与諸手当 997百万円

賞与引当金繰入額 351

退職給付費用 146

賃借料 253

減価償却費 148
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当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至

平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 36,436,125株 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 28,308株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

   末後となるもの

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

                （平成20年９月30日）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

                （平成21年９月30日）

現金及び預金勘定   百万円1,651

預入期間が３か月を

超える定期預金
―） 8

現金及び現金同等物   百万円1,643

現金及び預金勘定   百万円2,404

預入期間が３か月を

超える定期預金
―）     ―

現金及び現金同等物   百万円2,404

（株主資本等関係）

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 255  7 

平成21年

３月31日

平成21年

６月29日
利益剰余金

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年10月30日

取締役会
普通株式 182 5

 平成21年

 ９月30日

 平成21年

 11月30日
利益剰余金
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四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、建設工事用仮設鋼材の賃貸及び販売等を主たる事業内容とし、

建設機械、事務用機器等、各建設現場における関連商品群を取扱い、仮設工事の設計、施工等の役務提供と一体と

なった総合的な営業活動を行っております。

これらの営業活動は、建設現場において仮設工事及びこれに関連して使用されるという取扱品目の性質並びにエ

ンドユーザーはすべて建設会社であるという市場等の類似性を考慮すると、単一の事業分野に属しているものと認

識しており、事業分野が単一セグメントのため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  本邦以外の国または地域に所在する支店または連結子会社はないため、所在地別セグメント情報の記載を省略し

ております。

  四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高はないため、海外売上

高の記載を省略しております。

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がなく、

かつ、事業の運営における重要性が認められないため、記載を省略しております。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）
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１．１株当たり純資産額

２．１株当たり四半期純利益金額等

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 796.20円 １株当たり純資産額 811.24円

項目
前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額

または１株当たり四半期純損失

金額（△）

円28.57 円△10.75

１株当たり四半期純利益金額

または１株当たり四半期純損失

金額（△）の算定上の基礎

四半期純利益 百万円1,041

普通株主に帰属

しない金額
    ―

普通株式に係る

四半期純利益
百万円1,041

期中平均株式数 千株36,415

四半期純損失（△） 百万円△391

普通株主に帰属

しない金額
    ―

普通株式に係る

四半期純損失（△）
百万円△391

期中平均株式数 千株36,408

潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額
新株予約権等潜在株式がないため記載し

ておりません。

１株当たり四半期純損失であり、また、

新株予約権等潜在株式がないため記載し

ておりません。

項目
前第２四半期連結会計期間
（自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額

または１株当たり四半期純損失

金額（△）

円11.93 円△3.57

１株当たり四半期純利益金額

または１株当たり四半期純損失

金額（△）の算定上の基礎

四半期純利益 百万円434

普通株主に帰属

しない金額
    ― 

普通株式に係る

四半期純利益
百万円434

期中平均株式数 千株36,415

四半期純損失（△） 百万円△130

普通株主に帰属

しない金額
    ―

普通株式に係る

四半期純損失（△）
百万円△130

期中平均株式数 千株36,408

潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額
新株予約権等潜在株式がないため記載し

ておりません。

１株当たり四半期純損失であり、また、

新株予約権等潜在株式がないため記載し

ておりません。
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

  平成21年10月30日開催の取締役会において、定款第38条の規定に基づき、平成21年９月30日現在の株主名簿に記載さ

れた株主に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）を次のとおり行う旨決議いたしました。

① 中間配当による配当金の総額………………………182百万円

② １株当たりの金額…………………………………… 5 円

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成21年11月30日

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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該当事項はありません。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

24



 



  独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月11日

ジェコス株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員  公認会計士 氏原 修一  印

 
指定有限責任社員
業務執行社員  公認会計士 中島 康晴  印

 
指定有限責任社員
業務執行社員  公認会計士 中村 裕輔  印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているジェコス株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ジェコス株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

追記情報

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四半期連結会

計期間よりリース取引に関する会計基準を適用している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

   ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。



 



  独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月６日

ジェコス株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員  公認会計士 中島 康晴  印

 
指定有限責任社員
業務執行社員  公認会計士 市之瀬 申  印

 
指定有限責任社員
業務執行社員  公認会計士 中村 裕輔  印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているジェコス株式会

社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ジェコス株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

   ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。



 



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年11月６日

【会社名】 ジェコス株式会社

【英訳名】 GECOSS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 岩本 宣彦

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町６番７号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

ジェコス株式会社 大阪営業本部

（大阪市福島区福島七丁目20番１号）

ジェコス株式会社 北関東支店

（さいたま市大宮区高鼻町一丁目40番地）

ジェコス株式会社 千葉支店

（千葉市稲毛区小仲台二丁目３番12号）

ジェコス株式会社 横浜支店

（横浜市中区尾上町四丁目57番地）

ジェコス株式会社 名古屋支店

（名古屋市中村区那古野一丁目47番１号）



 



当社代表取締役 岩本 宣彦は、当社の第43期第２四半期（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

特記すべき事項はありません。

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】




